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テスト用 
マスターデータ①配信 
• データ標準レイアウト（27

年8月版） 
• 総合運用テスト参加 

申込票反映 

独自利用事
務の情報連

携 

事前準備 
事前登録 1 

総合運用テスト 
 

情報連携開始までのスケジュール 

接続申請 
等 

総合運用 
テスト 

事前準備 接続審査・本番用マスターデータ整備 

接続申請 

一次審査 
（J-LIS、都道府県） 

情報連携
開始 

動作確認(※)  事前準備 

テスト環境準備 
テスト仕様書等 
の作成 

平成28年 平成29年 
９月 ５月 ６月 ７月 ８月 10月 11月 12月 ５月 ６月 ７月 1月 2月 3月 4月 

テスト用マスターデータ②配信 
• データ標準レイアウト（28年6月版） 
• 事務委任対応 
• 独自利用事務の情報連携対応 

本番用マスターデータ①配信 
• 接続申請の結果反映 

データ標準レイアウト 
改版 

情報共有サイト 
アカウント申請・発行 

2 

3 

4 

マスター 
データ 

本番準備 
等 

実行スケ 
ジュールの登録 

4 6 
既存システムの改修(※) 

本番用マスターデータ②配信 
• 動作確認結果反映 
• 有効期間本番化 

本番用符号の取得（具体的スケジュールは別途提示） 

本番用副本登録 

テスト相手先機関の 
選定・調整 

  テスト用符号の生成 

接続申請に向けた事前整理 
1 

届出・審査等 
条例制定 2 

個人情報保護委員会への届出等 4 

参加申込票 
登録 

４ 

9 

3 

1 

5 

   既存システムの改修(※) 
 PIA実施 3 

5 

【凡例】 
・実線囲い・・・全自治体が行う作業 
・点線囲い・・・一部自治体が行う作業 
・（※）・・・必要に応じて作業を実施 

機関間テスト 
(自治体ー自治体) （全部） 

機関間テスト 
(自治体―国・その他機関) 

本番 
移行作業 

16 

文書提示 

14 

15 

テスト実施 
計画書 

本番移行に向けた手引き（仮称） 

1 

3 

接続運用規程 
接続運用実施要領 等 

運用計画登録 

年度計画登録・調整 

基本計画登録・調整 

マスター 
更新・ 
適用 

中間
SV 

既存シ
ステム 
（※） 

5  
 

マスター 
適用 

既存シ
ステム 
（※） 

中間SV 

７ 

６ 

テスト管理 
要領 

差分の本番用符号取得 

二次審査 
（総務省） 

本番用マスターデータ整備・検証 
（総務省） 

 委任情報 
 登録 

2 

5 

情報提供テスト 
7 

8 

符号生成運用テスト 
（一部都道府県・国機関） 

６ 

10 

2 

運用シナリオテスト 13 

情報共有サイト 
アカウント申請 
マニュアル 

情報共有サイト 
利用マニュアル 

機関間テスト(クール0) 
(自治体ー自治体) （一部） 

 業務疎通確認 
12 

11 

○ 情報連携の開始に向けて、地方公共団体での対応が必要となる事項及びスケジュールを以下に示す。 
○ 各自治体は、提示される文書等を参考に対応を行うことが必要 
○ 本日の説明は赤枠赤字の箇所が該当です。 

(クール１) 

事務委任登録 

管理要領 
-テスト準備編参照 

管理要領 
-テスト実行編参照 

1 

マイナポータル(総合運用テスト準備) マイナポータル(総合運用テスト実施) 

2 

1 

4 4 

3 

5 



① 総合運用テスト クール０について 
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 クール０の期間（平成28年９～10月）に、データ標準レイアウト改版の影響を受けない事務を対象に、情報照会・情報提供の
テストを実施します。 

ついては、ご参加いただく団体を募集します。参加可能な団体におかれましてはぜひ積極的にご応募いただければと存じます。 

なお都道府県におかれましては、管下団体のとりまとめをお願いいたします。少なくとも都道府県含め１団体は、ご応募いただけ
ますようお願いいたします。 

詳細は、７月末発出予定の事務連絡をご参照ください。 

 

Ⅰ クール０で実施する情報照会・情報提供のテストの参加団体の募集について 

Ⅱ クール０の期間にすべての団体が行う事項について 
 クール０の期間にすべての地方公共団体において以下の作業を実施します。 

  －マスター取得・適用テスト、符号取得・紐付テスト、業務疎通確認 

概要 

１．テスト内容 • 6月末に発出したデータ標準レイアウト改版の影響を受けない事務・特定個人情報を対象として、情報照会・情
報提供テストを実施 

２．対象団体 • 都道府県、市区町村、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、及び事務委任・委託先である一部事務
組合・広域連合 

３．募集する団体数 • 都道府県ごとに２団体程度の予定（最低１団体、希望団体多数の場合は調整） 

４．応募条件 • テスト実行期間において、テスト実行可能であること 
• テスト実行期間までに、必要な準備作業を完了できること 

５．応募団体の選考について • 応募いただいた団体情報を基に、内閣官房、総務省及び関係省庁・機関において、地方公共団体区分や担当
ベンダー等を勘案し選考します。 

６．その他 • 参画いただいた団体のうちいくつかの団体について、総務省が実施する総合運用テスト（運用シナリオテスト）への
参加のお声掛けをさせていただく場合があります。 



② 事務委任情報の登録について 

3 

登録画面イメージ（デジタルＰＭＯ） 

 情報提供ネットワークシステム等総合運用テストにあたり、事務委任に関する情報の収集を、デジタルＰＭＯを通じて実施します。
（７月中公開予定）  
 

 登録いただいた情報の一部は、情報提供ネットワークシステムから配信する、総合運用テスト向けマスターデータとして使用します。 
 

 各情報保有機関におかれましては、登録期限（８月末予定）までに、漏れのないよう委任情報の登録をお願いいたします。
（本運用向け委任情報収集とも連携しますので、漏れなくすべての委任情報を登録願います。）  

 
 なお、委任を行っていない機関におかれても、委任なしの旨、登録いただく必要がございますのでご留意願います。  



 情報提供等記録開示システムの本稼動開始に先立ち、国民等利用者に向けてサービスを提供できることの最終確認として総合運用テストを行います。 
 各情報保有機関においては、３つの観点（「①システム機能・運用観点」「②行政機関等の窓口対応観点」「③国民等利用者観点」）において確認を

行います。 
 情報提供等記録開示システムの総合運用テストでは、テスト用アカウントを用いてログインし、テストの実施・結果確認を行います。 
 平成28年10月から情報保有機関において総合運用テストの準備作業を行い、12月からテストを実施する予定です。 
 詳細は、７月下旬に公開する「情報提供等記録開示システム 総合運用テスト実施計画書」をご覧ください。 

③ 情報提供等記録開示システムの総合運用テストについて 

①システム機能・運用観点 ②行政機関等の窓口対応観点 ③国民等利用者観点 

目的 

イメージ 

 情報提供等記録開示システムに係る本番運
用を開始する前に、情報保有機関において、
自己情報提供業務とお知らせ情報表示業務
の機能・運用の確認を行う。 

 情報保有機関として住民等からの問合せに対
応できるよう、情報提供等記録開示システム
に係る問い合わせ対応や窓口業務等の確認
を行う。 

 情報保有機関の職員が、国民等利用者の立
場にたって情報提供等記録開示システムを操
作し、国民等利用者向けサービスの利用に支
障がないことの確認を行う。 

実施内容 

 自己情報表示業務 
 自機関の中間サーバー等に登録した副本

データが、情報提供等記録開示システムに表
示されることを確認する。 

 
 お知らせ情報表示業務 
 自機関が送信したお知らせ情報が、情報提供

等記録開示システムに表示されることを確認
する。 

 今後公開する「国民等利用者マニュアル」（国
民等利用者向けの操作マニュアル）を参照し、
情報提供等記録開示システムの画面や機能
概要を確認する。 

 
 必要に応じ窓口対応フロー等を作成 
 
※このテストでは、情報提供等記録開示システ

ムにアクセスした確認は行わない想定です。 

 国民等利用者の立場にたって、情報提供等記
録開示システムの各種サービス（情報提供等
記録、自己情報、お知らせ情報のメニューの
確認や、FAQの閲覧等）の操作を確認する。 

 

実施者 
 情報提供等記録開示システムを通じて行政

サービス（自己情報表示、お知らせ情報表示）
を提供する情報保有機関。 

 原則、すべての情報保有機関（情報提供等記
録開示システムに関して国民等利用者から問
い合わせを受ける可能性のある機関。） 

 原則、すべての情報保有機関 

マイナポータル 
情報提供
ネットワーク 
システム 

職員 

既存システム 中間サーバー 

職員 

既存システム 中間サーバー 

職員 

既存システム 中間サーバー 

職員 

職員 

職員 

職員 

国民等利用者の立場でのテスト実
施 

テスト用情報提供等記録開示システム画面 

情報保有機関 

情報保有機関 

情報保有機関 

XX課窓口 

職員 国民等利用者 

窓口対応のための確認 

情報保有機関 

マイナポータル 
情報提供 
ネットワーク 
システム 

職員 

既存システム 中間サーバー 

情報提供等記録開示システム画面 

マニュアル 
お知らせ情報 

副本 

情報保有機関 

国民等利用者側 情報保有機関側 

テスト用アカウントでログインし確認 4 



④ 情報提供ネットワークシステム等 総合運用テスト管理要領 第1.00版について (1/2) 
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  本書は、「情報提供ネットワークシステム等 総合運用テスト実施計画書」の別紙として、以下の内容を記載して
います。 
 
‒ テスト準備編： テスト準備期間において情報保有機関が実施する作業手順や、テスト全体統括（内閣

官房/総務省）へ報告する内容等を記載。 
‒ テスト実行編： テスト実行期間における進捗報告、問合せ、障害報告等に関わる連絡フローや役割分担

等を記載。 
 

  第1.00版においては、地方公共団体間のテストを中心に記載しており、国・その他機関との連携に係る内容や、
「今後追記」の旨、記載のある内容については、関係省庁・機関と引続き調整の上、今後の改版において内容を追
加する予定です。（次回改版は平成28年7月末を予定。） 

平成28年６月17日に「総合運用テスト管理要領（第1.00版）」をデジタルＰＭＯにおいて公開しました。 

目的・位置づけ 



④ 情報提供ネットワークシステム等 総合運用テスト管理要領 第1.00版について (2/2) 
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サービスデスク（総務省） 

テクニカルサポート（内閣官房） 
対象：①総合運用テスト実行管理に関す
る問合せ 

対象：②システム障害問合せ 

相
互
連
携 

総合運用テスト実行中の問合せ体制(地方公共団体)  

市町村等 都道府県 

J-LIS 
（自治体中間サーバー 

ヘルプデスク） 
 

 
 

※ 自治体中間サーバーに 
関する問合せ窓口 

①‘ 

① 

② 

市町村等からの問合せ 

② 
②‘ 

都道府県からの問合せ 

総合運用テスト（実行段階）における問合せフローの概要 
 

• 情報照会・提供テストにおける相手先機関への問合せは、直接テスト相手先機関とやり取りを行います。 
• 上記以外の問合せ 

① 総合運用テスト実行管理に係る問合せは、都道府県が一次受付を実施します。 
② 自治体中間サーバーに関する問合せは、各地方公共団体から自治体中間サーバー・ヘルプデスクへ問合せを行います。 
 
- ①‘ 都道府県で回答が困難な場合は、二次受付となるテクニカルサポート（内閣官房）に問合せを行います。 

   テクニカルサポートで問合せを受け付けた後、適切な回答者に対し回答作成依頼を行います。 
- ②‘自治体中間サーバー・ヘルプデスクで問合せ内容を確認した結果、情報提供ネットワークシステムの障害の場合には、 
    二次受付となるサービスデスク（総務省）に問合せを行います。 



⑤ データ標準レイアウトの改版について 
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 昨年９月の番号法及び主務省令の改正等を受け、「特定個人情報データ標準レイアウト（事務手続対応
版）<平成２８年６月版> 」を、平成28年6月30日にデジタルPMOにおいて公開しました。 
 

 各データ標準レイアウトの変更点につきましては、ファイル内の改版履歴をご確認ください。 
 

 なお、共済（長期）関連のデータ標準レイアウト（８本）につきましては、情報照会者側の事務手続につい
て、継続して調整を行っており、７月末に確定情報を公開する予定です。 
 

   対象の特定個人情報管理番号：４９、５２、５３、５４、６４、６５、６８、７５ 
   （※地方公共団体においては、これら特定個人情報の提供者にはなりません。 ） 

 
 総合運用テストについては、クール１（平成28年11月～12月）の実施に向けて、改版後のデータ標準レイ

アウトに対応したマスターデータを、情報提供ネットワークシステムから10月末に配信する予定です。 
 

 改版に合わせ必要に応じて各団体における既存システムの対応をお願いいたします。 
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